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指定居宅介護支援事業所ながまち荘重要事項説明書 

(令和６年４月１日) 

 

居宅介護支援の提供開始に当たり、厚生省令第 38 号第 4 条に基づいて、重要事項を次のとおり説明し

ます。 

１ 法人及び事業主体 

区 分 内 容 

法 

人 

名 称 社会福祉法人恩賜
財団済生会支部山形県済生会 

所 在 地 山形市沖町７９番地の１ 

代 表 者 支部長  濱崎 允 

電 話 番 号 ０２３(６８２)１１３１ 

事
業
所 

名 称 指定居宅介護支援事業所ながまち荘 

所 在 地 山形市長町７５１番地 

管 理 者 管理者 高橋 千明 

事業の種類 

介護保険事業所指定番号 
入所・ 

利用定員 
指定年月日 指定(更新)年月日 

更新有効期間 

 居 宅 介 護 支 援 事 業 

山形県０６７０１０００１５ 

 平成 11年 8月 2日 令和 2年 3月 23日 

令和 2 年 3 月 23 日～令和 8 年 3 月 31 日 

通常の実施区域 山形市内全域 

電 話 番 号 ０２３(６８１)２８６５ 

ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ 番 号 ０２３(６８４)２３９４ 

電 子 メ ー ル nagamachi-cm@yamagata-saiseikai.org 

項 目 内 容 

２ 事業の目的及び事業所運営の方針 

(1)事業の目的 

居宅介護支援事業の適正な運営を確保するため、人員及び運営管理に関する事項

を定め、介護支援専門員及びその他の職員が要介護状態にある高齢者に対し、適正

な居宅介護支援を提供する。 

(2)運営方針 

ア 当事業所は、利用者が心身の状況並びに環境等に応じ、利用者の選択に基づき、

適切な保健医療サービス及び福祉サービスが受けられるよう支援する。 

イ 当事業所は利用者の意思、人格を尊重し、ケアプランに位置付ける居宅サービ

ス事業所について複数の事業所を紹介し、常に利用者の立場に立って公平中立に

サービスの提供を行う。また、位置付けた事業所等の選定理由の説明を求めるこ

とができることについて説明を行う。 

ウ 当事業所は、市町村、地域包括支援センター、他指定居宅介護支援事業所及び

指定介護予防支援事業者、介護保険施設と連絡調整を図りながら効率的な運営に

努める。 

３ 職員の職種・員数及び職務内容 

(1)職員の職種・員

数 

職種 員数 
常勤 常勤以外 常勤 

換算 

指定 

基準 
摘要 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 １人  １人    ―  

主任介護支援専門員 ３人 ２人 １人      

介護支援専門員 １人 １人     ―  

事務職員 １人  １人    ―  

計 ６人 ３人 ３人    ―  
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(2)職務内容 

管理者 
事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行うものとす

る。 

主任介護支援専門員 

介護支援専門員 

ア 居宅介護サービス計画の作成 

イ 居宅介護サービス計画の作成後においても、利用者及び

その家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に

行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握を行

うとともに利用者についての解決すべき課題の把握を行

い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サー

ビス事業者等の連絡調整その他便宜の提供を行う。 

ウ 利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難に

なったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又

は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他

の便宜の提供を行う。 

エ 介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者

等から依頼があった場合には、居宅における生活への円滑

に移行できるよう、予め、居宅サービス計画の作成等の援

助を行う。 

事務職員 必要な事務を行う。 

(3)職員の勤務体

制 

勤務形態 始業時間 終業時間 休憩時間 

日 勤 8：30 17：30 12：30～13：30 

(4)職員の専門資

格取得の状況 

主任介護支援専門員３人、介護支援専門員１人、介護福祉士３人 

社会福祉士１人、社会福祉主事２人、 

４ 営業日及び営業時間 

(1)営業日 

月曜日～金曜日 

但し、国民の祝日に関する法律に規定する休日 

1月 2日・3日及び 12月 29日から 31日までを除く。 

(2)営業時間 午前 8時 30分から午後 5時 30分まで 

５ 居宅介護支援の事業内容及び利用料 

(1)事業の提供方

法及び内容 

・事業の提供方法 

(１)利用者の相談を受ける場所 

ア 居宅介護支援事業所内の相談室 

イ 利用者の居宅 

ウ 利用者の入院先の病院 

エ 利用者の入所先の介護保険施設 

(２)課題分析 

ア 居宅サービス計画ガイドライン方式 

・事業の内容 

ア 指定居宅介護支援事業者及び保健医療サービス及び福祉サービス機関との連 

  絡調整 

イ 要介護認定の申請 

ウ 利用料等の受領 

エ 保険給付の償還請求のための証明書の交付 

オ 利用者に関する市町村への通知 

カ 居宅サービス計画の作成 

キ 介護保険施設の紹介 

ク 相談業務 

ケ 課題分析 

コ その他指定居宅介護支援に関する必要な事項 
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(1) 事業の提供方法

及び内容 

(３)平時からの医療機関との連携 

ア 利用者が医療系のサービスの利用を希望する場合は、利用者の同意を得て主治

医等の意見を求めることとされているが、この意見を求めた主治医等に対して居

宅サービス計画書を交付する。 

イ 介護サービス事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、 

 モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態等について、 

 介護支援専門員から主治医等に必要な情報伝達を行う。 

ウ 利用者が入院した場合には、担当の介護支援専門員の氏名等を、入院先の医療

機関に提供するよう依頼します。 

(2)利用料 

・居宅介護支援費(月額)                     (単位：円) 

対象 要介護度 月額 

居宅介護支援費(Ⅰ) 

<取扱件数が 40件未満> 

要介護 1・2 10,860 

要介護 3・4・5 14,110 

【初回加算】……3,000円(月額) 

・新規に居宅サービス計画を策定した場合 

・要介護状態区分が２段階以上変更となった場合 

【特定事業所加算(Ⅱ)】……4,210円(月額) 

・主任介護支援専門員を配置していること並びに常勤且つ専従の介護支援専門員３

名以上を配置しています。 

・介護支援専門員１人当たりの利用者の平均件数が 44件以上ではありません。 

・24時間連絡体制を確保し、且つ必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確

保しています。 

・利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての伝達等を目的とした会議を定

期的に開催します。 

・法定研修等における実習受入事業所となるなど、人材育成への協力体制の整備を

しています。 

・他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等を実施しま

す。また、地域包括支援センターが実施する事例検討会等に参加します。 

・家族に対する介護者等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病

患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修

等に参加します。 

・特定事業所集中減算の適用を受けていません。 

・必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービスが包括的に提供され

るような居宅サービス計画を作成します。 

【入院時情報連携加算】 

① 入院時情報連携加算Ⅰ……2,500円(月額) 

・入院日に情報提供を行った場合に算定します。 

② 入院時情報連携加算Ⅱ……2,000円(月額) 

・入院日の翌日又は翌々日に情報提供を行った場合に算定します。 

【退院･退所加算】…4,500円（ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加無）6,000円（ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加有）（月額） 

・病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護福祉施設、若しくは介

護保険施設に入所していた者が退院又は退所し、居宅において居宅サービスを利

用する場合において、職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供

を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、調整を行った場合に、入院又は入所

期間中につき３回を限度として算定します。 

【通院時情報連携加算】……500円(月額) 

・利用者が医師又は歯科医師等の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に

利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等

から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した

場合に算定します。 

【緊急時等居宅カンファレンス加算】……2,000円(月額) 

・病院又は診療所の求めにより、病院又は診療所の医師又は看護師と共に利用者の

居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、利用者に必要な居宅サー

ビス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に算定します。 
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【タ―ミナルケアマネジメント加算】……4,000円（月額） 

・終末期の利用者又はその家族の同意を得た上で、主治医等の助言を得つつ、頻回

な訪問により利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握するとともに、そ

こで把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治医等や居宅サービス事

業者へ提供した場合に算定します。 

※介護保険が適用される場合の報酬は１か月単位で介護保険から直接、当事業所に

給付されますので、利用者の負担はありません。 

６ 秘密保持 
正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を第三者へ漏ら

しません。この取扱は契約終了後も同様とします。 

７ サービスの利用方法 

(1)サービスの 

利用開始 

・お電話等で申し込みください。当事業所の職員がお伺い致します。 

・説明のうえ、契約した後、サービスの提供を開始します。 

(2)サービスの終了 

・利用者の都合でサービスを終了する場合 

文書で申し出てくだされば何時でも解約できます。 

・この契約は自動的に終了します。 

（１） 利用者が介護保険施設に入所した場合 

（２） 利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）及び要支援と認定された場合 

（３） 利用者が死亡した場合 

・利用者もしくは代理人と協議の上、同意が得られた場合契約を終了します。 

（１） 小規模多機能型居宅介護、グループホーム等へ入所した場合 

（２） 医療施設（介護療養型含む）へ入院し、３か月以上継続入院となる場合 

（３） 利用者が在宅生活で３か月以上介護保険サービスの利用が無い場合 

８ 地域との交流 

（1）実習生の受容 

 法定研修等における実習受入事業所となるなど、人材育成への協力体制の整備を

行い、定期的及び随時実習生の受け入れを行っています。ご理解とご協力をお願

いします。 

９ 相談窓口 

 (1)指定居宅介護

支援事業所なが

まち荘 

担 当 者 管理者 高橋 千明 

所 在 地 山形市長町 751番地 

電 話 番 号 ０２３(６８１)２８６５ 

ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ番号 ０２３(６８４)２３９４ 

利 用 時 間 

月～金曜日 午前 8時 30分 ～ 午後 5時 30分 
但し、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月 2日・3日及
び 12月 29日から 31日までを除く 
※上記電話番号で、24時間連絡がつく体制となっております。 

(2)山形市役所 

指導監査課 

所 在 地 山形市旅篭町二丁目３番２５号 

電 話 番 号 ０２３(６４１)１２１２(代) 

ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ番号 ０２３(６２４)８８８７ 

利 用 時 間 
月～金曜日 午前 8時 30分 ～ 午後 5時 15分 

但し、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く 

(3)山形県国民健

康保険団体連合

会 

所 在 地 寒河江市大字寒河江字久保 6番地 

電 話 番 号 ０２３７(８７)８００６(苦情・相談専用) 

ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ番号 ０２３７(８３)３３５４(苦情・相談専用) 

利 用 時 間 
月～金曜日 午前 9時 00分 ～ 午後 4時 00分 

(祝日及び 12月 29日から 1月 3日までを除く) 

10 苦情解決体制 

(1)苦情解決責任者 

山形県済生会

医療福祉セン

ター 

担 当 者 常務理事 鈴木 光弘 

所 在 地 山形市沖町 79番地の 1 

電 話 番 号 ０２３(６８２)１１３１ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号 ０２３(６８２)１１３２ 

受 付 時 間 
月～金曜日 午前 9時 00分 ～ 午後 5時 00分 

但し、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く 
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な が ま ち 荘 

担 当 者 施設長 岩﨑 勝也 

所 在 地 山形市長町 751番地 

電 話 番 号 ０２３(６８４)２３９１ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号 ０２３(６８４)２３９４ 

受 付 時 間 
月～金曜日 午前 8時 30分 ～ 午後 5時 30分 

但し、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く 

(2)苦情受付担当者       

山形県済生会

医療福祉セン

ター 

担 当 者 事務局長 長岡 淳司 

所 在 地 山形市沖町 79番地の 1 

電 話 番 号 ０２３(６８２)１１３１ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号 ０２３(６８２)１１３２ 

受 付 時 間 
月～金曜日 午前 9時 00分 ～ 午後 5時 00分 

但し、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く 

(3)苦情受付担当者 な が ま ち 荘 

担 当 者 業務主査 手塚 敬一郎 

所 在 地 山形市長町 751番地 

電 話 番 号 ０２３(６８４)２３９１ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号 ０２３(６８４)２３９４ 

受 付 時 間 
月～金曜日 午前８時 30分 ～ 午後５時 30分 

但し、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く 

(4)第三者委員 

鈴木 弥夫 

連絡先 soudan@yamagata-saiseikai.org 飯澤 ひろみ 

芳賀 豊松 

11事故発生の防止 

及び発生時の対応 

・事故発生の防止及び発生時の対応のために、安全管理指針、事故発生時の対応マ
ニュアルを整備します。 

・事故が発生した場合等における報告と、その分析を通じた改善策を職員に周知徹
底する体制を整備します。それに伴う安全対策体制のための担当者を設置しま
す。 

・事故発生防止のための委員会及び職員に対する研修を、定期的に実施をします。 
・利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに県、市町村、
当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うととも
に、必要な措置を講じ、利用者に対する事業の提供により損害を与えたときは、
その損害を速やかに賠償します。 

・事故発生時においては、別に定める『ながまち荘事故発生時の対応マニュアル』
に定めるところにより、対応いたします。 

12虐待防止・身体

拘束等の適正

化のための 

措置 

・虐待の防止及び身体拘束廃止のための対策を検討する委員会を定期的に開催する
とともに、その結果について職員に周知徹底を図ります。 

・職員に対し虐待防止、身体拘束廃止のための研修を定期的に実施します。 
・上記措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

13業務継続計画の

策定 

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する居宅介護支援の提供を継続
的に実施、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定
し、当該業務継続計画に従い必要な措置を行います。 

・担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練
を定期的に実施します。 

・定期的に業務継続計画を見直し、必要に応じて計画の変更を行います。 
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令和  年  月  日 

 
居宅介護支援の提供開始に当たり、利用者及び代理人に対して本書に基づいて重要事項を説明しました。 

 
   名 称 指定居宅介護支援事業所ながまち荘 

所在地 山形市長町７５１番地 

説明者   職 名 介護支援専門員 

氏 名                  ○印  
 

私は、本書面により、事業者から居宅介護支援についての重要事項の説明を受けて、受領しました。 
 

利用者   住 所 

        氏 名      ○印  

 

代理人   住 所 

氏 名      ○印  


